








要約:東京都の周産期医療システムは平成 9 年度の周産期医療対策事業の実施により総合

および地域周産期母子医療センターの指定など整備が進行しつつあるが、NICU 病床不足

は解消されていない。東京都母子保健サーピスセンターの情報システムによる周産期医療

情報サービスが中心となって東京都の周産期医療情報管理が行われており、周産期医療シ

ステムの運用に不可欠なものになっている。


